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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接した状態で独立して建てられた１対の建造物同士の間の隙間の端部を、これら両建
造物の外壁同士の間に掛け渡したパネルにより塞ぐ、建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル
装置に於いて、上記両建造物の外壁にそれぞれ固定されたブラケットに、鉛直方向に設け
られた竪軸と、鉛直方向に配置された状態でこれら各竪軸を中心とする揺動変位を自在に
支持された、左右１対の第一竪方向枠材と、これら両第一竪方向枠材に水平方向の移動を
可能に支持されたパネル構造体と、このパネル構造体に対し中立位置に向く力を付与する
為の中立位置復帰装置とを備え、このパネル構造体は、水平方向に配置された状態で上記
両第一竪方向枠材に対し水平方向移動を可能に結合した複数本の横方向枠材と、これら各
横方向枠材同士を結合する状態で鉛直方向に配置された複数本の第二竪方向枠材と、これ
ら各横方向枠材とこれら各第二竪方向枠材とにより支持されたパネルとを備えたものであ
る事を特徴とする建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置。
【請求項２】
　パネル構造体を構成する複数本の横方向枠材のうち、少なくとも上下に離隔した２本の
横方向枠材の一部で、建造物同士の間の隙間に対向する側面に、開口部の幅が狭く奥部の
幅が広くなった係合溝が、水平方向に設けられており、この係合溝に、両第一竪方向枠材
に固定したガイド部材の先端部で、鉛直方向に関する幅が基端寄り部分よりも広くなった
部分を、水平方向の移動のみ可能に係合させる事により、上記パネル構造体を上記両第一
竪方向枠材に水平方向の移動を可能に支持している、請求項１に記載した建造物同士の間
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の隙間を塞ぐパネル装置。
【請求項３】
　パネル構造体が両第一竪方向枠材に対し、昇降を可能に支持されており、中立位置復帰
装置が、何れかの横方向枠材の下面に当該横方向枠材の長さ方向に沿って固定されたカム
部材と、第一竪方向枠材に支持された支持杆部材とから成るものであり、このうちのカム
部材の下面は、長さ方向に関する中央部が最も上方位置に存在し、長さ方向両端部に向か
うに従って漸次下方に向かう方向に傾斜したカム面であり、上記支持杆部材の上端部は、
このカム面に突き当たっており、パネル構造体が中立位置に存在する場合に上記支持杆部
材の上端部が上記カム面の長さ方向中央部に位置するものである、請求項１～２のうちの
何れか１項に記載した建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置。
【請求項４】
　第一竪方向枠材が、パネル構造体と独立した支持枠材であり、各横方向枠材が、このパ
ネル構造体の上辺を構成する上枠と、下辺を構成する下枠と、これら上下両枠同士の間に
設けられた無目とであり、各第二竪方向枠材が、上記パネル構造体の左右両竪辺を構成す
る左右１対の竪枠であり、パネルがガラスパネルである、請求項１～３のうちの何れか１
項に記載した建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、隣接した状態で独立して建てられた１対の建造物同士の間の隙間の端部を
塞ぐ、所謂エキスパンションジョイントと呼ばれるパネル装置の改良に関する。具体的に
は、地震の際に於ける上記両建造物同士の相対変位を考慮した場合に、従来は難しいとさ
れていた、ガラスパネル等の採光可能なパネルを採用可能な構造を実現するものである。
【背景技術】
【０００２】
　隣接した状態で独立して建てられた１対の建造物同士の間の隙間は、一般的にはそのま
まにしている。これに対して、近年に於けるビル街の意匠向上や、上記隙間にゴミ等が捨
てられるのを防止する事を目的として、この隙間の端部を、エキスパンションジョイント
と呼ばれるパネル装置により塞ぐ事が提案されている。但し、このパネル装置を挟んで設
ける上記両建造物は、地震或は強風時、更には地盤沈下等のクリープに基づいて別個の動
きをする為、単にパネル装置をこれら両建造物に掛け渡す状態で設けただけでは、地震の
際にこのパネル装置が損傷を受ける。このパネル装置がガラスを含んで構成したものであ
る場合には、地震或は強風時等にガラスの破片が落下する事になり、危険である。これら
の事を考慮して従来は、上記パネル装置を設ける場合でも、このパネル装置を金属板のみ
で構成する様にしている。この為、上記隙間内への採光は行なえない。この結果、従来の
パネル装置を設置した場合には、上記両建造物のうちでこの隙間に対向する壁面に窓を設
けても、この窓を通じての屋内への採光は行なえなくなる。特許文献１～４には、屋根面
部分を覆う構造が記載されているが、上記隙間の水平方向端部を塞ぐ為に利用できるもの
ではない。
【０００３】
【特許文献１】特開昭５９－１０６４３号公報
【特許文献２】特開昭５９－４１５５１号公報
【特許文献３】特開平８－１００４６５号公報
【特許文献４】特開２０００－１７９０５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上述の様な事情に鑑みて、地震の際に於ける両建造物同士の相対変位を考慮
しつつ、ガラスパネル、アクリル、ポリカーボネート等の光透過性合成樹脂パネル等の、
採光可能なパネルを採用可能な構造を実現すべく発明したものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置は、隣接した状態で独立して建てられ
た１対の建造物同士の間の隙間の端部を、これら両建造物の外壁同士の間に掛け渡したパ
ネルにより塞ぐものである。
　特に、本発明の建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置に於いては、竪軸と、左右１対
の第一竪方向枠材と、パネル構造体と、中立位置復帰装置とを備える。
　このうちの竪軸は、上記両建造物の外壁にそれぞれ固定されたブラケットに、鉛直方向
に設けられている。
　又、上記両第一竪方向枠材は、鉛直方向に配置された状態で、上記各竪軸を中心とする
揺動変位を自在に支持されている。
【０００６】
　又、上記パネル構造体は、上記両第一竪方向枠材に、水平方向の移動を可能に支持され
ている。このパネル構造体は、複数本の横方向枠材と、複数本の第二竪方向枠材と、パネ
ルとを備える。このうちの各横方向枠材は、水平方向に配置された状態で上記両第一竪方
向枠材に対し、水平方向移動を可能に結合している。又、上記各第二竪方向枠材は、上記
各横方向枠材同士を結合する状態で、鉛直方向に配置されている。又、上記パネルは、上
記各横方向枠材と上記各第二竪方向枠材とにより支持されている。
【０００７】
　上述の様なパネル構造体を、上記両第一竪方向枠材に水平方向の移動を可能に支持する
為に、例えば請求項２に記載した様に、上記パネル構造体を構成する複数本の横方向枠材
のうち、少なくとも上下に離隔した２本の横方向枠材の一部で、建造物同士の間の隙間に
対向する側面に、開口部の幅が狭く奥部の幅が広くなった係合溝を、水平方向に設ける。
又、この係合溝に、両第一竪方向枠材に固定したガイド部材の先端部で、鉛直方向に関す
る幅が基端寄り部分よりも広くなった部分を、水平方向の移動のみ可能に係合させる。そ
して、この構成により、上記パネル構造体を上記両第一竪方向枠材に、水平方向の移動を
可能に支持する。
【０００８】
　又、上記中立位置復帰装置は、上記パネル構造体に対し中立位置に向く力を付与する為
ものである。この様な中立位置復帰装置は、例えば請求項３に記載した様に、カム部材と
支持杆部材とから構成する。このうちのカム部材は、上記各横方向枠材のうちの何れかの
横方向枠材の下面に、当該横方向枠材の長さ方向に沿って固定している。又、上記支持杆
部材は、上記第一竪方向枠材に支持している。上記カム部材の下面は、長さ方向に関する
中央部が最も上方位置に存在し、長さ方向両端部に向かうに従って漸次下方に向かう方向
に傾斜したカム面である。又、上記支持杆部材の上端部は、このカム面に突き当たってい
る。そして、パネル構造体が中立位置に存在する場合に上記支持杆部材の上端部が、上記
カム面の長さ方向中央部に位置する様に、上記カム部材及び支持杆部材の設置位置を規制
する。又、上述の様な中立位置復帰装置の作動を可能にする為に、上記パネル構造体を上
記両竪方向枠材に対し、昇降を可能に支持する。
【発明の効果】
【０００９】
　上述の様に構成する本発明の建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置によれば、地震の
際に於ける両建造物同士の相対変位を考慮しつつ、ガラスパネル等の採光可能なパネルを
採用可能な構造を実現できる。
　地震の際には、パネル構造体の左右両側を支持している１対の第一竪方向枠材が、両建
造物と共に、互いに独立して変位（主として水平方向に相対変位）する。この状態では、
上記両竪方向枠材が、それぞれ竪軸を中心として揺動したり、上記パネル構造体に対し水
平方向に変位する事により、上記両第一竪方向枠材同士の相対変位を吸収する。この為、
上記両建造物の独立した動きに伴う、これら両第一竪方向枠材同士の相対変位に拘らず、
上記パネル構造体に無理な力が加わる事を防止できる。この為、このパネル構造体に、ガ
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ラスパネル等の採光可能なパネルを組み込む事が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１～１１は、本発明の実施の形態の１例を示している。本例の構造は、図１～４に示
す様に、隣接した状態で独立して建てられた１対の建造物１、１同士の間の隙間２の端部
、即ち、これら両建造物１、１の外壁３、３同士の不連続部を、これら両建造物１、１の
外壁３、３同士の間に掛け渡した、複数枚のパネル構造体４、４により塞いでいる。図示
の例では、上記両建造物１、１が４階建てのビルディングであり、上記各パネル構造体４
、４として、それぞれが１階分の高さ寸法を有するものを、鉛直方向に４枚、直列に配置
している。そして、上記各パネル構造体４、４の左右両端部をそれぞれ上記両建造物１、
１の外壁３、３に、地震の際の変位を吸収可能に支持している。
【００１１】
　この為に本例の場合には、上記各パネル構造体４、４の両端部を、図５～６に詳示する
様な構造により、上記両建造物１、１の外壁３、３に対し、揺動及び水平方向の変位を可
能に支持している。この為に、これら両建造物１、１の外壁３、３の水平方向端部に、両
外壁３、３毎に上下複数個のブラケット５を固定している。そして、これら各ブラケット
５に鉛直方向に、両外壁３、３毎に互いに同心に設けた竪軸６により、第一竪方向枠材７
を、揺動自在に支持している。これら両第一竪方向枠材７の屋内側面と上記両外壁３、３
の屋外側面との間には、弾性を有するシール材８を設けて、上記各第一竪方向枠材７の揺
動を可能としつつ、これら各第一竪方向枠材７の屋内側面と上記両外壁３、３の屋外側面
との間の水密保持を図っている。
【００１２】
　そして、それぞれが上述の様に上記両建造物１、１の外壁３、３に揺動可能に支持した
、上記両第一竪方向枠材７の屋外側面に、上記各パネル構造体４、４の両端部を、水平方
向の移動を可能に支持している。これら各パネル構造体４、４は、図５、６、８、９、１
０に示す様に、それぞれが横方向枠材である上枠９（図１、２、１０参照）、下枠１０（
図１参照、拡大図は省略）、無目１１、１１（図１～９参照）と、それぞれが第二竪方向
枠材である、左右１対の竪枠１２、１２（図１、３～６参照）と、ガラスパネル１３、１
３とを備える。上記上枠９と、上記下枠１０と、上記各無目１１、１１との水平方向両端
部は、それぞれ鉛直方向に配置された上記両竪枠１２、１２の互いに対向する側面に突き
当てて、タッピングねじ又は結合ブラケットによりこれら両竪枠１２、１２に対し結合固
定している。そして、上記各ガラスパネル１３、１３の周縁部を、上記各枠９、１０、１
２及び上記各無目１１、１１により支持して、上記各パネル構造体４、４を構成している
。これら各部材９～１２は、それぞれアルミニウム合金の一体押出成型材製である。尚、
上記両第一竪方向枠材７の一部で、上記各無目１１、１１から上下方向に外れた部分（上
下方向に関して、上記上枠９と、上記下枠１０と、上記各無目１１、１１との間部分）は
、必要に応じて前記隙間２と反対側（図３、４、６よりも下方）に延長して、上記ガラス
パネル１３、１３に近接対向させる。そして、この延長した部分をこれら各ガラスパネル
１３、１３に、摺り材を介して突き当てて、このガラスパネル１３、１３のバックアップ
を図る。
【００１３】
　この様に構成した各パネル構造体４、４を、上記両第一竪方向枠材７、７の屋外側面に
水平方向の移動を可能に支持する為に、本例の場合には、図６～７に示す様な構造を採用
している。即ち、上記各パネル構造体４、４を構成する、これら各パネル構造体４、４毎
に上下２本の無目１１、１１の一部で、上記両建造物１、１同士の間の隙間２に対向する
側面に、開口部の幅が狭く奥部の幅が広くなった係合溝１４を、水平方向に設けている。
又、この係合溝１４に、上記両第一竪方向枠材７、７に固定したガイド部材１５の先端部
で、鉛直方向に関する幅が基端寄り部分よりも広くなった部分を、水平方向の移動のみ可
能に係合させている。
【００１４】
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　上記ガイド部材１５を設ける為に、上記両第一竪方向枠材７、７の側面にＬ字形の第二
ブラケット１６をねじ止め固定し、この第二ブラケット１６に、上記ガイド部材１５をね
じ止め支持している。尚、この第二ブラケット１６のうちで上記各無目１１、１１の側面
に当接する部分を、部分円弧状の凸面として、これら第二ブラケット１６と各無目１１、
１１の側面との当接部が、上記両第一竪方向枠材７、７に対する上記各パネル構造体４、
４の揺動を妨げない様にしている。そして、この様な構成により、これらパネル構造体４
、４を上記両第一竪方向枠材７、７に、揺動及び水平方向の移動を可能に支持している。
尚、上記係合溝１４の一部で上記ガイド部材１５が係合した部分を両側から挟む位置には
、それぞれストッパ１７、１７を固定して、上記各パネル構造体４、４が、上記両第一竪
方向枠材７、７に対し、過度に水平方向移動しない様にしている。この様な、上記各パネ
ル構造体４、４を上記両第一竪方向枠材７、７に対し揺動及び水平方向の移動を可能に支
持する為の構造は、各パネル構造体４、４毎に、少なくとも４個所ずつ、即ち、これら各
パネル構造体４、４に設けた上下１対の無目１１、１１の両端部毎に設けている。
【００１５】
　更に、これら各パネル構造体４、４毎に、前述した各横方向枠材のうちの何れかの横方
向枠材の両端部下面と上記両第一竪方向枠材７、７との間に、図７～８に示す様な中立位
置復帰装置１８を、上記各パネル構造体４、４毎に２組ずつ設けている。そして、この中
立位置復帰装置１８により、上記各パネル構造体４、４に対し中立位置（地震が発生して
いない状態での適正位置）に向く力を付与している。この様な中立位置復帰装置１８は、
カム部材１９と支持杆部材２０とから構成している。このうちのカム部材１９は、上記各
横方向枠材のうちの何れかの横方向枠材である、何れかの無目１１の下面に、この無目１
１の長さ方向に沿って固定している。又、上記支持杆部材２０は、第三ブラケット２１に
より、上記両第一竪方向枠材７、７に支持している。
【００１６】
　本例の場合には、上記支持杆部材２０を、上記第三ブラケット２１の先端部に下方から
螺合させたボルトとしている。又、上記カム部材１９の下面は、長さ方向に関する中央部
が最も上方位置に存在し、長さ方向両端部に向かうに従って漸次下方に向かう方向に傾斜
したカム面２２である。上記支持杆部材２０の上端部は、このカム面２２に突き当たって
いる。そして、上記各パネル構造体４、４が中立位置に存在する場合に上記支持杆部材２
０の上端部が、上記カム面２２の長さ方向中央部、即ち、最も上方位置に存在する部分に
位置する様に、上記カム部材１９及び上記支持杆部材２０の設置位置を規制している。又
、上述の様な中立位置復帰装置１８の動作を可能にする為、図７に示す様に、前記ガイド
部材１５の杆部を、前記第二ブラケット１６に形成した、鉛直方向に長い長孔２３に挿通
している。従って、上記各パネル構造体４、４は上記両第一竪方向枠材７、７に対し、若
干の昇降可能に支持されている。
【００１７】
　上述の様に構成する本発明の建造物同士の間の隙間を塞ぐパネル装置によれば、地震の
際に於ける両建造物同士の相対変位を考慮しつつ、採光可能なガラスパネル１３、１３を
採用できる。即ち、ビル街の意匠向上や、上記隙間にゴミ等が捨てられるのを防止する事
を目的として、前記隙間２の端部をガラスパネル１３、１３を含むパネル構造体４、４に
より塞げる。この結果、上記両建造物１、１のうちで上記隙間２に対向する壁面に窓を設
ければ、この窓を通じて内部への採光を行なえる。又、上記各パネル構造体４、４を構成
するガラスパネル１３、１３を、開閉式に建て込めば、必要に応じて換気も行なえる。
【００１８】
　地震の際には、図４に示す様に、上記各パネル構造体４、４の左右両側を支持している
１対の第一竪方向枠材７、７が、上記両建造物１、１と共に、互いに独立して変位（主と
して水平方向に相対変位）する。この状態では、上記両第一竪方向枠材７、７が、それぞ
れ前記竪軸６を中心として揺動したり、上記各パネル構造体４、４が、前記係合溝１４と
前記ガイド部材１５との摺動に基づき上記両第一竪方向枠材７、７に対し水平方向に変位
する。そして、これら揺動変位及び水平移動により、これら両第一竪方向枠材７、７同士
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の相対変位を吸収する。この為、上記両建造物１、１の独立した動きに伴う、これら両第
一竪方向枠材７、７同士の相対変位に拘らず、上記各パネル構造体４、４に無理な力が加
わる事を防止できる。尚、これら各パネル構造体４、４と外壁３との間の水密は、これら
各パネル構造体４、４に支持した、弾性材製のシールリップ２４（図５～６参照）により
保持する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態の１例を、建造物同士の間の隙間と反対側から見た状態で示
す正面図。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図。
【図３】中立状態で示す、図１の拡大Ｂ－Ｂ断面図。
【図４】地震発生時の状態で示す、図１の拡大Ｂ－Ｂ断面図。
【図５】図１の拡大Ｃ－Ｃ断面図。
【図６】同拡大Ｄ－Ｄ断面図。
【図７】図１の拡大Ｅ－Ｅ断面図。
【図８】図１のＦ部拡大図。
【図９】同拡大Ｇ－Ｇ断面図。
【符号の説明】
【００２０】
　　１　　建造物
　　２　　隙間
　　３　　外壁
　　４　　パネル構造体
　　５　　ブラケット
　　６　　竪軸
　　７　　第一竪方向枠材
　　８　　シール材
　　９　　上枠
　１０　　下枠
　１１　　無目
　１２　　竪枠
　１３　　ガラスパネル
　１４　　係合溝
　１５　　ガイド部材
　１６　　第二ブラケット
　１７　　ストッパ
　１８　　中立位置復帰装置
　１９　　カム部材
　２０　　支持杆部材
　２１　　第三ブラケット
　２２　　カム面
　２３　　長孔
　２４　　シールリップ
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